
地域密着型施設・居住系サービス利用に係るフロー図

１年以上在住 
or 

住所地特例者 
（本町被保険者）

YES

NO

利用可 
※住所地特例者は介護保険担当課事前相談

サービス担当者会議 
で検討・位置付けがある 
※介護保険担当課事前相談

利用可

入院中で在宅支援会議等 
で検討・位置付けがある 
※介護保険担当課事前相談

利用可 利用不可

※上記を除くサービス利用目的で転入した場合、利用は認めない。
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